
　「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備や適切な雇用管理
を図るための特別な措置を行う場合に、その費用の一部を助成することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、
障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
　今回は、これらの助成金を効果的に活用した事例を紹介します。

「障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金」の活用事例

～�職場に適応していくための企業在籍型職場適応援助者の支援～
【企業在籍型職場適応援助者助成金】

　精神障害のあるAさんは、特例子会社B社に勤務しています。
　勤務するなかで、ストレスがたまると体に痛みが出ることや、複数の指示を受けると余裕がなくなりミスが増えると
いう悩みを抱えていました。
　その悩みを解消するためにB社は、助成金の活用を想定し、必要な支援が常時できるよう企業在籍型職場適応援助者（企
業在籍型ジョブコーチ）の資格を有するCさんを配置し、計画に基づきAさんの支援を始めました。
　Cさんは、ストレスをためないための休憩の仕方をAさんに助言し、自身を客観的にふり返るための業務日誌の作成や
ミスを少なくできるような業務マニュアルの作成などを行いました。
　Aさんは、Cさんの支援で自身の抱える悩みを解消する方法を身につけることができ、いままでよりも安心して勤務に
励んでいます。

～中途障害者の職場復帰に配慮したトイレ改修工事～
【障害者作業施設設置等助成金（第1種作業施設設置等助成金）】

　F社で生産管理を担当していたGさんは、健康診断で指摘を受け、再検査により直腸がんが見つかり、人工肛門造設の
手術を受けました。
　しばらく入院し休職していましたが、その後体調も回復し職場復帰が可能となりました。ところが、F社にはオストメ
イト対応トイレがなく、Gさんは定期的に近隣の公共施設の多機能トイレで処理やストーマ装具の交換・洗浄を行うこと
が必要となりました。
　そこでF社は、助成金を活用し、社内のトイレをオストメイト対応トイレに改修しました。
　社内にオストメイト対応トイレが整備されたことにより、Gさんの負担は軽減され、中途障害を負う前と同様に活躍し
ています。

～�視覚障害の負担を軽減するための就労支援機器の購入～
【障害者作業施設設置等助成金（第１種作業施設設置等助成金）】

　視覚障害のあるDさんは、事務職としてE社に採用され、パソコンを使用して顧客情報や書
類の確認などを行う業務に従事することになりました。
　E社は、Dさんの障害に配慮するため、JEEDの中央障害者雇用情報センターの就労支援機
器無料貸出し制度を利用し、Dさんの業務に適した拡大読書器やパソコンの画面読上げソフト
の貸与を受けました。採用後、Dさんは、貸出し機器を利用しながら、事務職として支障なく
業務に従事することができました。
　機器の有効性を確認したE社は、今後も継続して利用するため、機器の購入を決定し、その際、助成金を活用しました。
　Dさんは、就労支援機器の活用により、業務遂行上の支障が軽減され、現在も円滑に業務に従事しています。
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※�JEEDの助成金等に関する申請手続き等は、JEED都道府県支部高齢・障害者業務課（東京、大阪は高齢・
障害者窓口サービス課）にお問い合わせください。
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

　難病等患者のHさんは、治療による効果で病状を抑えることができており、J社で就労支援利用者の軽作業のフォロー
や事務作業を行う仕事に就いていますが、ときには病状が悪化して業務が負担となることや、無理をしすぎて体調を崩
すことがありました。
　そのためJ社は、助成金を活用して職場支援員を配置し、Hさんを常時見守る体制や定期的な面談体制を整備しました。
　その結果、Hさんの体調管理の支援と業務量の調整が適切に行えるようになり、業務負担の軽減により、無理なく働き
続けています。

～常時見守りつつ就業上の支援を行う職場支援員の配置～
【障害者介助等助成金（職場支援員の配置助成金）】

　建設業を営むK社で勤務するLさんは、管理部において発注・納品管理、行政
機関への各種申請、見積書の作成などの業務に従事しています。
　Lさんは以前から視覚障害がありましたが、障害の程度が進み、書類やメール、
図面の確認に支障をきたすようになりました。
　そこでK社は、助成金を活用して職場介助者を配置し、Lさんの業務のサポー
トを行うことにしました。メールの代読やLさんが下書きした書類の代筆、図面
を確認する際には職場介助者が内容を伝えて業務をサポートします。また、職
場介助者の同行により、自身で行政機関等の窓口へ各種申請に行くことも可能
になりました。
　その結果、Lさんは以前と同じ業務で働き続けることができています。

～視覚障害者をサポートする職場介助者の配置～
【障害者介助等助成金（職場介助者の配置助成金）】

事例
５

事例
４

働く広場  2024.10 12

396115
長方形




